
 

 

公募型プロポーザル方式による手続開始の公示 

 

 

次のとおり、公募型プロポーザル方式による手続（以下「手続」という。）を行うので公示する。 

 

  平成 31 年２月 13 日 

                            香川県知事  浜  田  恵  造 

 

第１ 業務概要 

  １  業務名      新香川県立体育館整備コンストラクション・マネジメント業務 

  ２  業務の場所    香川県高松市サンポート 

  ３  業務の概要    新香川県立体育館基本・実施設計業務における基本設計管理支援 

 ４ 履行期間    契約締結日から平成 31 年 10 月 31 日まで 

 ５ 業務費の目安額 2,400 万円（消費税及び地方消費税相当額抜き）とする。 

 

第２ 手続に参加する者に必要な資格 

この手続に参加する者に必要な資格は、単体企業であって、以下の１から３までの要件をすべて満

たす者であることとする。 

 １ 参加者に関する要件 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）指名停止等の処分を受けていないこと。 

（３）破産法（平成 16 年法律第 75 号）による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第

154 号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開

始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受け

た者及び民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者を除く。 

（４）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第１項又は第３項の規定による一級建築士事務所の

登録を受けている者であること。 

（５）建築士法第 10 条第１項の規定による処分を受けている者が所属していないこと。 

（６）香川県の平成 30 年度測量・建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格者名簿に登載されて

いる者又は入札参加資格者と同等と認める者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各号に

掲げる者でないこと。 

（８）国税及び香川県税に未納がない者であること。 

（９）法人企業の場合は、新香川県立体育館基本・実施設計業務の受注者（当該業務の協力事務所を含

む。）及びその関連企業（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条に規定する親会社と子会社の関

係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者、又は、一方の会社の役員が他方の会社役

員を兼ねている者。以下同じ。）でないこと。個人企業の場合は、その代表者が新香川県立体育館基

本・実施設計業務の受注者（当該業務の協力事務所を含む。）及びその関連企業の役員でないこと。 

２ 業務の実績に関する要件 

   発注者の業務支援を行う次の①又は②に記す業務（平成 15 年度以降に完了したものに限る※。以

下「ＣＭ業務」という。）のうち、同種業務（以下同じ。）又は類似業務（以下同じ。）の元請（単体）

としての業務実績を有すること。 

① 技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立った、基本計画策定支援、設計者選定支援、設計の

検討、工程管理、品質管理、コスト管理などのマネジメント業務（国土交通省「ＣＭ方式活用ガ

イドライン」（2002 年）参照） 

② 一般社団法人コンストラクション・マネジメント協会「ＣＭ（コンストラクション・マネジメ

ント）業務委託契約約款・業務委託書」（2009 年６月改訂版）に記載のコンストラクション・マ

ネジメント業務 



 

同種業務：国又は地方公共団体が発注し、延べ面積 15,000 ㎡以上の体育館の新築又は改築に係る 

基本設計段階又は実施設計段階において実施されたＣＭ業務。 

類似業務：延べ面積 15,000 ㎡以上の建築物（ただし、平成 21 年国土交通省告示第 15 号別添     

２による建築物の類型１及び２を除く。）の新築又は改築に係る基本設計段階又は     

実施設計段階において実施されたＣＭ業務。 

※ 基本設計段階又は実施設計段階が業務内容として含まれる業務で、参加表明書の提出期限日に

基本設計段階又は実施設計段階の業務が完了したものを含む。 

 

３ 技術者の配置に関する要件 

 次の条件を満たす技術者（参加表明書の提出期限日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係があること）を配置できること。 

（１）技術者の配置体制 

    管理技術者１名及び各担当技術者６名を配置すること。各技術者は、兼務することができない。 

（２）配置技術者の資格等 

配 置 技 術 者  資  格  等 

管 理 技 術 者 
ＣＣＭＪ及び一級建築士の資格を有し、第２の２に掲げる同種業務又は類

似業務について管理技術者又はチームリーダーとして実績があること。 

建築（総合） 一級建築士の資格を有し、ＣＭ業務の実績があること。 

建築（構造） 構造設計一級建築士又は一級建築士の資格を有すること。 

電 気 設 備 設備設計一級建築士、建築設備士又は一級建築士の資格を有すること。 

機 械 設 備 設備設計一級建築士、建築設備士又は一級建築士の資格を有すること。 

建設コスト管理 建築コスト管理士、建築積算士又は一級建築士の資格を有すること。 

工事施工計画 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有すること。 

 

第３ 仕様書の閲覧等 

 １ 仕様書の閲覧 

（１）閲覧期間 平成 31 年２月 13 日（水）から平成 31 年２月 22 日（金）まで。 

（２）閲覧方法 第 12 の「15 問合せ・提出先」に示したホームページで閲覧に供する。ただし、これ

により難い者には、閲覧期間中（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までの間を除く。）の間に第 12 の「15 問合せ・提出先」で

直接配布するものとする。 

２ 仕様書等への質問 

（１）受付期間 平成 31 年２月 14 日（木）から平成 31 年２月 18 日（月）まで。 

（２）受付方法 別添質問書様式により、第 12 の「15 問合せ・提出先」に示したアドレスあて電子メ

ールで提出すること。 

３ 仕様書等への質問に対する回答 

（１）回答期間 平成 31 年２月 20 日（水）から平成 31 年２月 22 日（金）まで。 

（２）回答方法 第 12 の「15 問合せ・提出先」に示したホームページで閲覧に供する。 

 

第４ 参加表明書等の提出 

 手続への参加を希望する者は、次の書類（以下「確認資料」という。）を各１部提出しなければなら

ない。ただし、香川県の平成 30 年度測量・建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格者名簿に

登載されている者（建築関係コンサルタント業務に限る。）は、②～⑪の書類の提出を省略できる。 



 

   ① 参加表明書（様式第１号） 

② 経営規模等総括表（様式第２号） 

③ 技術職員総括表（様式第３号） 

④ 委任状（様式第４号） 

・県外業者で、本店（本社）から支店（支社）営業所等に権限を委任する場合のみ必要 

⑤ 納税証明書（国税） 

《法人企業の場合（様式その３の３）》 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもので、「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未

納の税額がない旨の証明書が必要。 

・様式その３の３以外は受付できません。 

《個人企業の場合（様式その３の２）》 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもので、「所得税」及び「消費税及び地方消費税」に未

納の税額がない旨の証明書が必要。 

・様式その３の２以外は受付できません。） 

⑥ 納税証明書（香川県税） 

・香川県内に申請する営業所がある場合のみ必要。 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもので、全ての税目で未納の税額がない旨の証明書が

必要。 

⑦ 個人住民税の特別徴収実施確認書 

・香川県内に申請する営業所がある場合のみ必要。 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもの。 

・「特別徴収実施確認書」に代えて、「特別徴収税額の決定通知書」により提出することも可能。 

・香川県内に申請する営業所が存在する香川県内の市町のものにより提出すること。（当該営業

所が存在する市町に居住する従業員がいない場合は、従業員が最も多く存在する県内市町のも

のを提出すること。県内に従業員が１名もいない場合は、従業員の存在する県外市町の者を提

出すること。） 

⑧ 商業登記簿 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもの。 

⑨ 業務経歴書（直近１年分。様式第５号） 

⑩ 財務諸表（直近１年分） 

⑪ 一級級建築士事務所登録証明書 

・平成 30 年 10 月 31 日以降に発行されたもの。 

⑫ 業務実績（様式第６号） 

・第２の２に掲げる要件を満たすことを証明する業務実績を記載すること。なお、記載内容が確

認できる以下のア又はイの書類を添付すること。 

 ア 発注者の履行証明書、契約書、当該部分が記載されている仕様書、図面及び業務の完了が

確認できる書類等（原本提示の上、写しを添付すること。） 

イ （一財）日本建設情報総合センターの測量調査設計業務実績情報システム（以下「ＴＥＣ

ＲＩＳ」という。）の完了登録業務カルテ（受領書及び業務内容のわかる部分）の写し 

⑬ 業務実施体制（様式第７号） 

・第２の３の（１）に掲げる配置予定の管理技術者及び担当技術者を記載すること。なお、この

業務の実績としてＴＥＣＲＩＳに登録する予定の担当技術者については全員記載すること。 

⑭ 配置予定技術者の資格・業務実績（様式第８号、９号） 

・第２の３の（２）に掲げる要件を満たすことを証明する配置予定の技術者の資格及び業務実績

を記載すること。なお、記載内容が確認できる以下の書類を添付すること。 

・「所有資格」については、当該資格を証する書類。 

・「業務実績」については、⑫に示すア又はイの書類。 

・参加表明書の提出期限日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証す

る書類（健康保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し、住民



 

税特別徴収税額の通知書の写し等）。 

※ 配置予定技術者の資格及び業務実績については、管理技術者は様式第８号、担当技術者は

様式第９号に記載すること。ただし、様式第９号の提出は、担当技術者ごとに１枚とするこ

と。なお、担当技術者を複数人配置する必要がある場合は、様式第９号を複数枚（様式７号

に記載した人数分）提出することができるが、技術提案書の特定における技術評価は、第７

の３の（２）のとおりとする。 

２ 提出方法 持参により提出すること。 

 ３ 提出期間 平成 31 年２月 14 日（木）から平成 31 年２月 22 日（金）までの午前９時から午後５時

まで。（正午から午後１時までの間を除く。）ただし、日曜日及び土曜日を除く。 

 ４ 提出場所 第 12 の「15 問合せ・提出先」 

 

第５ 技術提案書の提出者の選定基準等 

 １ 技術提案書の提出者を選定するための基準は、「第２ 手続に参加する者に必要な資格」に示すとお

りとする。 

 ２ 技術提案書の提出者の選定結果は、平成 31 年３月１日（金）に通知書を郵送する。 

 

第６ 技術提案書の提出等 

 １ 技術提案書の提出者に選定された者は、次の書類を各１部提出しなければならない。 

 （１）技術提案書鑑（様式第 10号） 

 （２）業務の実施方針（様式第 11号） 

 （３）業務に要する経費の内訳書（様式第 12号） 

 ２ 提出方法 持参又は郵便により提出すること。郵便による場合は、書留郵便とする。 

 ３ 提出期間 平成 31 年３月４日（月）から平成 31 年３月 12 日（火）までの午前９時から午後５時ま

で。（正午から午後１時までの間を除く。）ただし、持参による提出は、日曜日及び土曜

日を除く。また、郵便による提出は、提出期間最終日の午後５時必着のこと。 

 ４ 提出場所 第 12 の「15 問合せ・提出先」 

 

第７ 技術提案書の特定 

１ 提出された技術提案書による評価に基づき、３に示す評価基準により評価値を算出し、評価値が最も

高いものを当該業務について最適な者として特定する。ただし、第６の１の（３）の業務に要する経費

の内訳書の金額が第１の５の業務費の目安額を超えた者は欠格とする。 

２ 評価値が最も高い技術提案書が２つ以上あるときは、第６の１の（３）の業務に要する経費の内訳書

の金額の最も低い者を当該業務について最適な者として特定する。ただし、金額も同額である場合は、

下記３の（２）に示す評価判断基準における技術評価の項目において、次に定める順に評価又は金額の

高い者を特定者として定めるものとする。 

① 業務の実施方針等の評価値 

② 管理技術者（資格及び業務実績）の評価値 

③ 建築（総合）担当技術者（資格及び業務実績）の評価値 

④ 建築（構造）、電気設備、機械設備、建設コスト管理、工事施工計画の各担当技術者（資格）の評

価値の合計値 

⑤ 企業の技術力（業務実績）の評価値 

⑥ 上記⑤の対象となった業務実績のうち最も大きい最終契約金額 

３ 技術提案書を特定するための評価方法及び評価基準 

 （１）評価にあたっては、次により算出される評価値の高い者が候補者となる。 

     評価値＝（技術評価点）＋（価格評価点） 

※各評価点は、小数第５位を四捨五入し、小数第４位とする。 

（２）評価判断基準 

   ① 技術評価 

      技術評価点＝(下記の表による評価点数)／180×30 



 

 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 得点 

１ 業務の実施方

針等 

業務理解

度等の適

切性 

目的・条件・内容の理解度や業務量の把握が優れている。 ２５ 

／25 点 

目的・条件・内容の理解度や業務量の把握が概ね優れている。 １２ 

目的・条件・内容の理解度や業務量の把握が適切である。 ０ 

目的・条件・内容の理解度や業務量の把握がやや不十分である。 -１２ 

目的・条件・内容の理解度や業務量の把握が不十分である。（失格） × 

実施方針

等の妥当

性 

業務の実施方針等の提案内容が優れている。 ２５ 

／25 点 

業務の実施方針等の提案内容が概ね優れている。 １２ 

業務の実施方針等の提案内容が適切である。 ０ 

業務の実施方針等の提案内容がやや不十分である。 -１２ 

業務の実施方針等の提案内容が不十分である。（失格） × 

２ 
配
置
予
定
技
術
者 

管理技術者 

技術者 

資 格 

ＣＣＭＪ及び一級建築士 １０ 

／10 点 
－（欠格） × 

過 去 15

年間の業

務の実績

の内容 

同種業務の管理技術者又はチームリーダーとして実績あり １０ 

／10 点 

類似業務の管理技術者又はチームリーダーとして実績あり ５ 

同種業務又は類似業務の管理技術者又はチームリーダーとして実

績なし（欠格） 
× 

建築(総合) 

技術者 

資 格 

ＣＣＭＪ及び一級建築士 １０ 

／10 点 

一級建築士 ５ 

－（欠格） × 

過 去 15

年間の業

務の実績

の内容 

同種業務の実績あり １０ 

／10 点 

類似業務の実績あり ５ 

同種業務又は類似業務の実績なし ０ 

ＣＭ業務の実績なし（欠格） × 

建築(構造) 
技術者 

資 格 

構造設計一級建築士 ７ 

／７点 

一級建築士 ４ 

－（欠格） × 

電気設備 
技術者 

資 格 

設備設計一級建築士 ７ 

／７点 

建築設備士又は一級建築士 ４ 

－（欠格） × 

機械設備 
技術者 

資 格 

設備設計一級建築士 ７ 

／７点 

建築設備士又は一級建築士 ４ 

－（欠格） × 



 

建設コスト 

管理 

技術者 

資 格 

一級建築士 ７ 

／７点 

建築コスト管理士又は建築積算士 ４ 

－（欠格） × 

工事施工 

計画 

技術者 

資格 

一級建築士 ７ 

／７点 

一級建築施工管理技士 ４ 

－（欠格） × 

３ 企業の技術力 

過 去 15

年間の業

務の実績

の内容 

同種業務の実績あり ２５ 

／25 点 

類似業務の実績あり １２ 

同種業務又は類似業務の実績なし（欠格） × 

４ 社会性・ 

  地理的条件 

地域精通

度(営業

拠点) 

県内本店（本社） ２０ 

／20 点 

県内営業所 １０ 

なし ０ 

管理技術

者の県内

常駐の有

無 

あり １０ 

／10 点 
なし ０ 

    ア 評価項目１については、第６の１の（２）の業務の実施方針に記載された内容で評価する。 

      なお、業務の実施方針等についてはＡ４版３頁以内で作成することとし、指定頁数を超えた

場合は、業務理解度等の適切性及び実施方針等の妥当性に係る配点を最大０点までとして評価

する。 

   イ 評価項目２については、参加表明書提出時に提出された様式第８号及び様式第９号に記載さ

れた内容で評価する。ただし、様式第９号が複数人分提出されている場合は、評価点の最も低い

者で評価する。 

ウ 評価項目３については、参加表明書提出時に提出された様式第６号に記載された内容で評価

する。 

エ 評価項目２、３の過去 15 年間の業務の実績の内容は、平成 15 年４月１日以降に業務が完了

し、引渡しが完了した業務について評価する。（基本設計段階又は実施設計段階が業務内容とし

て含まれる業務で、参加表明書の提出期限日に基本設計段階又は実施設計段階の業務が完了し

たものを含む。） 

オ 評価項目４の地域精通度（営業拠点）は、香川県の平成 30 年度測量・建設コンサルタント業

務等指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者は登載された所在地により、入札参加資

格者と同等と認める者は参加表明書等で確認された所在地により評価する。 

カ 評価項目４の管理技術者の県内常駐の有無の評価のために、住民票の写しを技術提案書に添

付すること。 

管理技術者の県内常駐の有無は、住民票の発行日において、引き続き３箇月以上県内に居住

していることが確認できた場合は評価ありとする。住民票の発行日は、技術提案書の提出期間

内のものであること。なお、住民票の写しの添付がない場合又は住民票の発行日が技術提案書

の提出期間内でないものは、評価なしとする。 

 キ 記入方法等の詳細については、技術提案書の様式に記載のとおりとする。 

   ② 価格評価 

      価格評価点＝100×(１－業務委託価格／業務費の目安額) 

ただし、「業務委託価格」は第６の１の（３）の業務に要する経費の内訳書中に記載されている

業務委託価格とする。「業務費の目安額」は第１の５のとおりである。また、価格評価点の最高は



 

30 点、最低は０点とする。 

４ 評価結果等の公表 

技術提案書の評価結果（評価点）は、特定者が決定した後、技術提案書を提出したすべての提出者

の名称及び技術評価点を第 12の「15 問合せ・提出先」において閲覧する。 

 

第８ 契約保証金 

契約の相手方は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。

この場合において、香川県会計規則（昭和 39 年香川県規則第 19 号。以下「会計規則」という。）第

150 条に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

なお、会計規則第 152 条の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

 

第９  前金払 有 

 

第 10 部分払 有 

 

第 11 手続参加資格等が認められなかった者に対する理由の説明 

１ 参加表明書を提出した者のうち提案者として選定しなかった者又は技術提案書を提出した者のうち

技術提案書を特定しなかった者に対して、選定又は特定しなかった旨及び選定又は特定しなかった理

由（以下、「非選定等の理由」という。）を書面により通知する。 

２ １の通知を受けた者は、非選定等の理由について、知事に対して説明を求めることができる。 

３ ２の説明を求める場合には、その旨を記載した書面を持参又は郵送により提出するものとする。 

（１）提出期限 １の通知をした日から起算して５日以内（ただし、日曜日、土曜日及び休日を除く。） 

（２）提出時間 午前９時から午後５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）ただし、持参によ

る提出は、日曜日、土曜日及び休日を除く。また、郵便による提出は、提出期間最終

日の午後５時必着のこと。 

（３）提出場所 第 12 の「15 問合せ・提出先」 

４ ２の説明を求めた者に対する回答は、３の提出期限日の翌日から起算して５日以内（ただし、日曜日、

土曜日及び休日を除く。）に、書面により行う。 

５ ４の回答に不服がある者は、知事に対して苦情の申立てを行うことができる。申立て方法及び期限に

ついては、４の回答に合わせて通知する。 

 

第 12 その他 

１ 参加者は、この公示のほか、香川県会計規則及び特記仕様書その他の手続条項を熟知の上、手続に参

加しなければならない。 

２ 参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等に抵触する

行為を行ってはならない。 

３ 参加者は、参加に当たっては、他の参加者と価格等参加意思についていかなる相談も行わず、独自に

価格を定めなくてはならない。 

４ 参加者は、特定者の決定前に、参加状況についての情報を漏らしてはならない。 

５ 参加に際し、不正の行為があると認められるときは、その者の参加を拒絶することがある。 

６ 確認資料及び技術提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

７ 提出された確認資料及び技術提案書は返却しない。 

８ 提出後、確認資料及び技術提案書の変更、追加及び再提出は認めない。 

９ 確認資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とする。 

10 技術提案書が特定された者と香川県とは、「コンストラクション・マネジメント業務委託契約書（案）」

により委託契約を締結するものとする。 

11 技術提案書が特定された者は、業務委託契約書の作成の前に、消費税及び地方消費税に係る課税・免

税事業者届出書を契約担当者に提出すること。 

12 確認資料に記載した配置予定技術者を配置すること。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な事情で



 

やむを得ない理由があると認める場合の外は、当該技術者の変更は認めない。上記理由により配置技術

者を変更する場合は、第２の３に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配

置し、発注者の了解を得なければならない。 

13 次に掲げる場合は、香川県建設工事指名停止等措置要領に基づき、指名停止の措置の対象になるこ

とがある。 

（１）添付書類に虚偽の記載をした場合 

（２）提案のあった価格又は技術提案書に錯誤があるとして、技術提案書等の取下げを申し出た場合 

（３）特定者が契約を締結しない場合 

（４）その他技術提案書の提出等に関し不正又は不誠実な行為をし、委託業務の請負契約の相手方として

不適当であると認められる場合 

14 当業務の受注者及びその関連企業は、今後県が発注する新香川県立体育館整備事業に関する設計業

務及び工事の受注者となることはできない。 

15 問合せ・提出先  香川県総務部営繕課 

  【住 所】〒760-8570 高松市番町四丁目１番 10号 

【電 話】（契約一般）総務・契約グループ 087-832-3571 

（参加表明書・技術提案書）スポーツ・社会教育施設グループ 087-832-3579 

【ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ】087-862-8116 

【電子ﾒｰﾙ】eizen@pref.kagawa.lg.jp 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ】http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/sec/sec13850.shtml 


